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議会運営委員会会議録 

令和７年２月１３日（木） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１１：１６ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

 ４ 請願第８号 市民と議員の定期的な意見交換会を求める請願 

 

【 内 容 】 

１ 議案及び報告の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 会期及び会議予定について 

４ 予算特別委員会の設置について 

（１）名称：令和７年度一般会計予算特別委員会 

（２）定数：１１人 

（３）人選届出期限：２月１８日（火）午後５時 

（４）設置時期：２月２０日（木）定例会初日 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願の提出締切日について 

（１）一般質問通告締切日        ２月１４日（金）午後５時 

（２）代表質問通告締切日        ２月１４日（金）午後５時 

（３）議案に対する質疑通告締切日    ２月２１日（金）午後５時 

（４）意見書案・請願提出締切日     ２月２１日（金）午後５時 

６ 陳情の取り扱いについて 

（１）陳情第１８号 議会の審議において、どの議員が、どの議案に「賛成」「反対」「棄

権」したかが分かるような図をつくり、自治体のホームページで公開

することに関する陳情 

（２）陳情第１９号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り

組みについての陳情 

７ 議会基本条例について 

                                           

○委員長 

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する

条例等について」、以上３件を一括議題といたします。 

令和７年第１回定例会の提出議案及び報告について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

予算関係の議案からご説明いたします。議案番号が前後しますが、議案第４４号の専決処分

の承認「令和６年度 飯塚市一般会計補正予算（第８号）」及び議案第４５号の専決処分の承

認「令和６年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第４号）」の２件の専決処分

につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、

報告を行い、承認を求めるものでございます。 

「議案第４４号 令和６年１２月２４日専決」と記載しております「令和６年度 補正予算
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資料」をお願いいたします。 

３ページをご覧ください。表の下の方に記載しておりますように、ふるさと応援寄附事業及

び住民税非課税世帯等臨時特別給付事業に要する経費を補正するもので、歳入歳出予算の総額

に３８億１５０万５千円を追加して、８８２億４０４８万５千円にしようとするものです。 

４ページ以降に、補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明は、省略さ

せていただきます。 

続きまして、「議案第４５号 令和６年１２月３０日専決」と記載しております「令和６年

度 補正予算資料」をお願いいたします。３ページをご覧ください。 

表の下の方に記載しておりますように、小型自動車競走事業特別会計における勝車投票券発

売収入の増加に伴い、必要となる経費を補正するもので、歳入歳出の予算総額に２６億

５９９０万４千円を追加して、２８６億４７３４万８千円にしようとするものです。 

４ページに、補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明は、省略させて

いただきます。 

続きまして、議案番号が戻りますが、「議案第１号 令和６年度 飯塚市一般会計補正予算

（第９号）」及び「議案第２号 令和６年度 飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号）」に

つきましては、「議案第１号・第２号」と記載しております「令和６年度 補正予算資料」を

お願いいたします。 

３ページをご覧ください。表の下の方に記載しておりますように、国の補正予算の関連事業

にかかる経費と今後見込まれる所要額を補正するもので、一般会計では歳入歳出予算の総額に

３億３９２５万２千円を追加して８８５億７９７３万７千円に、下水道事業会計では歳入歳出

予算の総額に７６６１万円を追加して３３億４４１万７千円にしようとするものです。 

４ページ以降に、補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明は、省略さ

せていただきます。 

続きまして、「議案第３号 令和７年度 飯塚市一般会計予算」から「議案第１６号 令和

７年度 飯塚市立病院事業会計予算」までの令和７年度の予算関連議案につきまして、一括し

てご説明いたします。 

「令和７年度 当初予算資料」の３ページをお願いします。予算額につきまして、一般会計

で８５２億６４００万円を計上いたしております。 

前年度と比較して４３億３３００万円、率にして５．４％の増となっており、「教育のま

ち」、「福祉のまち」、「活力あるまち」、「健康なまち」を推進する事業のほか、各施策の

実施に係る経費を計上するものでございます。 

特別会計では、各会計の設置目的に沿った事務事業を実施するため、９つの会計で５５６億

３９２０万３千円を計上いたしております。 

企業会計では、上水道、工業用水道、下水道の維持管理・建設改良事業、市立病院の運営事

業等に係る経費など４つの会計で９７億２１７３万１千円を計上いたしております。 

４ページをお願いいたします。一般会計及び特別会計の予算概要書は、予算の主なものにつ

きまして、費目ごとに事業の概要、予算額とその前年度比較、予算書のページ番号を記載いた

しております。なお、企業会計の予算資料は別冊といたしております。 

７３ページ以降に、一般会計における歳入歳出の令和６年度当初予算との比較資料、市債お

よび基金の状況表などの資料を添付いたしております。内容の説明は、省略させていただきま

す。 

以上で、予算関連議案の説明を終わります。 

次に、予算関係以外の議案について説明いたします。「議案概要」で説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「議案第１７号 飯塚市公告式条例の一部を改正する条例」

につきましては、条例等の公布の方法について、市のウェブサイトで行うこととし、掲示場で
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の書面の掲示は飯塚市役所のみとするものでございます。 

「議案第１８号 飯塚市事務分掌条例の一部を改正する条例」につきましては、組織の再編

に伴うもので、総務部及び行政経営部に分掌された事務を整理するものでございます。 

「議案第１９号 飯塚市不当要求行為等対策条例」につきましては、市に対する不当要求行

為等に対し統一的な対応及び未然防止の体制を整備し、公正な職務執行を確保するため、必要

となる事項を定めるものでございます。 

「議案第２０号 飯塚市監査委員条例及び飯塚市公営企業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例」につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、関係規定を整

備するものでございます。 

「議案第２１号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、初期救急医療の運営等に関して調査審議させるための附属機関として「飯塚市初期救急医

療運営審議会」を設置し、併せて「飯塚急患センター運営協議会」を廃止するものでございま

す。 

「議案第２２号 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び飯塚市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の公

布に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

２ページをお願いいたします。「議案第２３号 飯塚市職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が改正され、国家公務員の

給与が改定されたことに伴い、これを参考に本市職員の給与を改定するものでございます。 

「議案第２４号 飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、本市一般職の職員の給与条例改正を参考に会計年度任用職員

の給料表を改定し、地域手当を新設するものでございます。 

「議案第２５号 飯塚市宿泊税交付金基金条例」につきましては、福岡県から交付される宿

泊税交付金について、福岡県宿泊税交付金要綱に基づき新たに又は拡充して観光振興を図る事

業の財源とすることを目的として、飯塚市宿泊税交付金基金を設置するものでございます。 

３ページをお願いいたします。「議案第２６号 イイヅカコミュニティセンター大規模改修

に伴う関係条例の整備に関する条例」につきましては、イイヅカコミュニティセンター大規模

改修に伴い、関係条例を整備するものでございます。 

「議案第２７号 飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内

閣府令の公布に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

「議案第２８号 飯塚市こども審議会条例」につきましては、各法令等に基づくこどもに関

する計画等を一体のものとして策定し、市町村こども計画に関する事項及びこども施策に関す

る重要事項について集約して調査審議させるため「飯塚市こども審議会」を設置するものでご

ざいます。 

「議案第２９号 こども・若者プラザいいづか条例」につきましては、こども・若者支援の

推進と青少年の健全育成を図り、支援機関相互の連携強化を目指した拠点施設を設置するもの

でございます。 

「議案第３０号 飯塚市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、イイ

ヅカコミュニティセンターへの移転に伴い、市民等、活動団体と連携したまちづくり等を推進

するため、関係規定を整備するものでございます。 

「議案第３１号 飯塚急患センター条例の一部を改正する条例」につきましては、飯塚急患

センターの診療科目の変更に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

４ページをお願いいたします。「議案第３２号 飯塚市太陽光発電設備の適正な設置に関す
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る条例」につきましては、事業者に対して適正に事業を実施させることにより、災害発生の防

止、市民の生命や財産の保護並びに生活環境の保全に寄与することを目的として、太陽光発電

設備の適正な設置、維持管理、撤去等に関して必要な事項を定めるものでございます。 

「議案第３３号 飯塚市自転車駐車場条例の一部を改正する条例」につきましては、管理体

制の見直しにより吉原町自転車駐車場を終日利用とするため、関係規定を整備するものでござ

います。 

「議案第３４号 飯塚市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に

関する条例の一部を改正する条例」につきましては、新たな事業の創出及び産業への投資を促

進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を整備するも

のでございます。 

「議案第３５号 飯塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例」につきましては、生活衛

生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令の公布に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

「議案第３６号 飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部

を改正する政令が公布されたことに伴い、関係規定を整備するものでございます。 

「議案第３７号 契約の締結」につきましては、相田公営住宅１棟目建設工事について、

「九特・神崎特定建設工事共同企業体」と１２億５３００万３４００円で請負契約を締結する

ものでございます。 

５ページをお願いいたします。議案第３８号及び議案第３９号の２件の「財産の取得」につ

きましては、職員用情報ネットワーク端末機器を整備するものでございます。契約の相手方、

取得価格はそれぞれ、第３８号のデスクトップパソコン一式が、株式会社玉置、５１１５万円、

第３９号のノートパソコン一式が、株式会社トータルオフィス筑豊営業所、２９７０万円でご

ざいます。 

「議案第４０号 土地の処分」につきましては、栗尾工業団地北側１万６０７９．１３平方

メートルを「株式会社 岡崎製作所」に売却するもので、処分価格は３億４００万円でござい

ます。 

「議案第４１号 土地の処分」につきましては、平恒地区工場適地１万７２６８．１３平方

メートルを「松岡運送 有限会社」に売却するもので、処分価格は１億１２６２万５千円でご

ざいます。 

６ページをお願いいたします。「議案第４２号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更」につきましては、下

田川清掃施設組合が解散されることに伴い、組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合

規約の変更を行うものでございます。 

「議案第４３号 市道路線の認定」につきましては、寄附採納等に伴い４路線を認定するも

のでございます。 

議案第４６号から議案第６８号までの２３件の人事議案につきましては、任期満了に伴う公

平委員会委員１名の選任、教育委員会委員１名及び農業委員会委員１９名の任命について、議

会の同意を求め、任期満了に伴う人権擁護委員２名の推薦について、議会の意見を求めるもの

でございます。人事議案につきましては、本会議最終日に提案させていただきたいと考えてお

ります。 

以上で、議案の説明を終わります。 

最後に、報告について、引き続き「議案概要」で説明させていただきます。 

７ページをお願いいたします。報告第１号の「車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めるこ

と及びこれに伴う和解」の専決処分につきまして、本会議最終日に報告させていただきたいと
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考えております。 

以上、簡単ですが、説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「議案の付託委員会」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

議案の付託委員会について説明いたします。 

「令和７年第１回市議会定例会 議案一覧表」をご覧ください。 

議案第１号は総務委員会に、２号は経済建設委員会に、３号は後ほどご審議いただきます予

算特別委員会に、４号は協働環境委員会に、５号は福祉文教委員会に、６号は協働環境委員会

に、７号から１６号までの１０件は経済建設委員会に、１７号から２０号までの４件は総務委

員会に、２１号は福祉文教委員会に、２２号から２４号までの３件は総務委員会に、２５号は  

経済建設委員会に、２６号から２９号までの４件は福祉文教委員会に、３０号は協働環境委員

会に、３１号は福祉文教委員会に、３２号は協働環境委員会に、３３号から３５号までの３件

は経済建設委員会に、３６号は総務委員会に、３７号は経済建設委員会に、３８号及び３９号

は総務委員会に、４０号及び４１号は経済建設委員会に、４２号は総務委員会に、４３号は経

済建設委員会に、４４号は総務委員会に、４５号は経済建設委員会に、それぞれ付託して    

いただいてはと考えております。 

次に、人事議案であります議案第４６号から６８号までの２３件は、最終日に上程し、提案

理由説明の後、委員会付託省略を諮っていただき、質疑、討論、採決としていただいてはと考

えております。 

最後に、報告事項１件につきましては、最終日に報告、質疑としていただいてはと考えてお

ります。また、これにあわせる形で議案付託一覧表（案）も作成いたしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案の付託委員会」については、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「会期及び会議予定」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

会期及び会議予定について、ご説明いたします。 

「令和７年第１回飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧ください。 

会期につきましては、２月２０日から３月１９日までの２８日間を考えております。 

次に、会議予定でございますが、本会議、委員会ともにそれぞれ会期日程（案）に記載のと

おりと考えております。 

初日の７番目の「議案に対する質疑、委員会付託」につきまして、議案第３号は、後ほど、

特別委員会の設置についてご審議いただくこととしております。 

なお、３月５日及び１０日に開催されます委員会につきましては、三密を避けるため、これ
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までと同様に、議場と委員会室を使用して開催いたします。会議中のペットボトルの持ち込み

等、感染防止策につきましては、引き続き実施していくこととしております。 

最後に、２月２０日の本会議開会後、去る１月１１日にご逝去されました田中英美議員のご

冥福を祈り、黙とうを捧げていただいてはと考えております。また、さきに開催されました代

表者会議において、議長より追悼の言葉を述べることが了承されておりますので、黙とうに続

きまして追悼の言葉を述べていただいてはと考えております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「会期及び会議予定」については、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「予算特別委員会の設置」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「議案第３号 令和７年度 飯塚市一般会計予算」につきましては、申し合わせにより特別

委員会を設置して付託することとされておりますので、これに従い、特別委員会を設置いただ

きまして、審査日程につきましては、今定例会中の３月１２日から１４日の３日間としていた

だいてはと考えております。 

なお、案件に記載しておりますとおり、特別委員会の名称は「令和７年度 一般会計予算特

別委員会」、委員定数は「１１人」としていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第３号 令和７年度 飯塚市一般会計予算」について、事務局説

明のとおり、特別委員会を設置し、審査することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、特別委員会の名称は、「令和７年度一般会計予算特別委員会」とし、委員定数は

「１１人」とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「委員の人員割り振り等」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

委員の人員割りにつきましては、「令和７年度 一般会計予算特別委員会 人員割表」をご覧

ください。 

委員定数は先ほど申しました「１１人」でございます。各会派の人員から２．５人につき

１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。 

正副議長及び監査委員につきましては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなりま

せん。 

不足する委員数につきましては、白抜きの三角印で示しております端数がある各会派間等で
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協議のうえ、５名を選出していただきたいと考えております。 

なお、議員２名の欠員により、三角５つで１人選出という形では５名中、４名しか確定とな

りません。残りの１名については、残りの三角を保有されている会派等の中で、正副議長にお

いて調整していただいてはと考えております。 

選出委員の届け出期限につきましては、２月１８日、火曜日、午後５時までとしていただき、

特別委員会の設置につきましては２月２０日、木曜日、定例会初日の本会議におきまして、議

案の質疑、委員会付託に際して、議長発議により設置していただいてはと考えております。 

以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「委員の人員割り振り」については、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「人選の届け出期限」は、２月１８日、火曜日、午後５時までとし、「特別委員会の

設置時期」については、２月２０日、木曜日、本会議初日での議案の委員会付託のときとする

ことに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日」に

ついて、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

案件に記載いたしておりますとおり、一般質問、代表質問の通告締め切りにつきましては、

明日、２月１４日、金曜日の午後５時までとなっておりますので、よろしくお願いします。 

なお、代表質問につきましては、申し合わせにより、代表者会議に参加資格を持つ会派がで

きるものとし、質問時間につきましては、会派の構成人数に１５分を乗じて得られた時間以内

となっておりますので、留意されますようお願いいたします。 

次に、議案に対する質疑通告及び意見書案、請願につきましては、２月２１日、金曜日、午

後５時までに提出していただきますようお願いいたします。 

なお、「議案第３号 令和７年度 飯塚市一般会計予算」に対する質疑通告につきましては、

日程の関係上、行いませんので、ご了承願います。以上です。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提

出締切日」については、事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「陳情の取り扱いについて」事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

提出されております陳情が２件ございます。 

「陳情第１８号 議会の審議において、どの議員が、どの議案に「賛成」「反対」「棄権」
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したかが分かるような図をつくり、自治体のホームページで公開することに関する陳情」、及

び「陳情第１９号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組み

についての陳情」以上２件につきましては、そのデータをサイドブックスの本定例会のフォル

ダに掲載いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「陳情の取り扱いについて」は、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：２７ 

再 開 １１：１５ 

委員会を再開いたします。 

「議会基本条例」についてご協議いただきます。 

本件につきましては、正副委員長において、答申の素案を作成したうえで、次回以降の委員

会においてご協議いただきたいと思います。そのような取り扱いとさせていただいてよろしい

でしょうか。 

（ 異議なし ） 

それでは、そのようにさせていただきます。 

「議会基本条例について」は、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にと

どめたいと思います。 

次に、「請願第８号 市民と議員の定期的な意見交換会を求める請願」を議題といたします。 

お諮りいたします。本件は慎重に審査すべきということで、継続審査とすることに、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は、継続審査とすることに決定いたしました。 

最後に、次回の委員会は２月２０日、木曜日の定例会初日、午前９時３０分から開催いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

本日の審査は、すべて終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

 


